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経済財政運営と改革の基本方針2021 

（令和３年６月18日閣議決定） 

 

＜関係部分抜粋＞ 

 

第１章 新型コロナウイルス感染症の克服とポストコロナの経済社会のビジョン 

 

１．経済の現状と課題 

 

（当面の経済運営の課題） 

今後とも、感染拡大防止に全力を尽くし、機動的なマクロ経済運営によって事業や雇用、

国民生活を支えながら、医療提供体制の強化やワクチン接種を促進していく。こうした取

組が経済活動を拡大するための確固たる基盤となり、感染症を乗り越えて、更なる需要や

成長に向けた投資意欲を呼び起こす。その上で、世界経済の回復ペースが加速しているこ

とを踏まえ、デフレに決して戻さないとの強い決意の下、外需を取り込みながらあらゆる

政策を総動員して経済回復を確実なものとしていく。雇用を確保しつつ成長分野への円滑

な労働移動を促進するとともに、賃上げモメンタムを維持・拡大し、成長と雇用・所得拡

大の好循環を目指したマクロ政策運営を行っていく。 

同時に、感染症により厳しい影響を受けた女性や非正規雇用の方々、生活困窮者、孤独・

孤立状態にある方々などへのきめ細かい支援を継続し、コロナ禍が格差の拡大・固定化に

つながらないよう、目配りの効いた政策運営を行っていく。 

 

４．感染症の克服と経済の好循環に向けた取組 

 

（１）感染症に対し強靱で安心できる経済社会の構築 

（略） 

ワクチンについて、感染症の発症を予防し、死亡者・重症者の発生をできる限り減らす

ため、医療従事者等への接種を進め、大規模接種も活用して、希望する高齢者への接種を

本年７月末を念頭に完了させる。また、希望する全ての対象者への接種を本年 10 月から

11月にかけて終えることを目指す。引き続き、効果的な治療法、国産治療薬の研究開発・

実用化の支援及び国産ワクチンの研究開発体制・生産体制の強化を進めるとともに、新た

な感染症に備え、国内のワクチン開発・生産体制の強化のため、「ワクチン開発・生産体制

強化戦略」を着実に推進する。そのために必要な取組の財源を安定的に確保する。 

（略） 

 

（２）経済好循環の加速・拡大 

日本経済をデフレに後戻りさせず、経済の好循環を加速・拡大させるため、まずは感染

症の厳しい経済的な影響に対し、引き続き、重点的・効果的な支援策を躊躇なく講じ、事
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業の継続と雇用の確保、生活の下支えに万全を期す。その上で、民需主導の自律的な経済

回復の実現に向け、技術革新・イノベーションを起こしつつ、グリーン・デジタルなど成

長分野への民間需要を大胆に喚起しながら、新分野への展開等の事業者の前向きな取組や、

人材への投資、成長分野への円滑な労働移動を強力に推進するなど守りから攻めの政策へ

と重心を移し、経済全体の生産性を高め、最低賃金の引上げを含む賃金の継続的な上昇を

促す。世界経済が回復していく中で、国際経済連携を強化しつつ、中小企業の輸出や農水

産物輸出の振興、インバウンドの再生、航空・空港・海事関連といった国際交通を支える

企業の経営基盤強化等を通じて、外需を日本の成長に取り込んでいく。また、ワクチンの

接種証明について、不当な差別につながらないこと等に留意しつつ、速やかに検討を進め、

成案を得る。 

事業者への支援については、感染拡大防止の局面では、引き続き、営業時間短縮要請等

に応じる事業者に対する規模に応じた協力金のできる限り迅速な支給や当面本年末まで

継続する政府系金融機関による実質無利子・無担保融資等により事業継続を支える。また、

特に深刻な影響を受けている事業者に対し、資本性資金を通じた財務基盤の強化を着実に

実行する。同時に、感染防止対策やテレワークを含む感染リスクの低いビジネスモデルへ

の転換を図る投資等の取組を重点的に支援するとともに、ポストコロナの新しい経済に対

応する事業再構築やデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）に向けた企業の挑戦に対

し、補助金や税制、金融支援の着実な実行を通じて強力に後押しする。感染状況が落ち着

いている地域では、感染防止対策を徹底した上で、まずは県内観光の割引事業等の支援に

より、感染症により甚大な影響を受けた需要の回復を図る。 

雇用と生活への支援として、雇用調整助成金の特例措置等については、引き続き、感染

が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に配慮しつつ、雇用情勢を見極めながら段階

的に縮減していく一方で、在籍型出向を通じた雇用確保を支援する助成の活用促進やマッ

チング支援の強化、感染症の影響による離職者のトライアル雇用への助成等によるグリー

ン・デジタル、介護・障害福祉等の成長分野や人手不足分野への円滑な労働移動や、セー

フティネットとしての求職者向けの支援、働きながら学べる環境の整備、リカレント教育

等の人的投資支援を強力に推進する。雇用保険について、これらの施策を適切に講じ、セ

ーフティネット機能を十分に発揮できるよう、その財政運営の在り方を検討する。非正規

雇用労働者など感染症のより厳しい影響を受け、生活に困窮する方々に対しては、住まい

の確保を含め生活を下支えする重層的なセーフティネットによる支援に万全を期すとと

もに、デジタル分野等の新たなスキルの習得に向けた職業訓練の強化等を通じ自立を支援

する。女性を中心とする自殺者の増加に対するＳＮＳを含むきめ細かい相談支援のほか、

望まない孤独・孤立を抱える方々に対する民間団体等を通じた寄り添い型の支援を引き続

き強力に後押しする。 

引き続き、感染状況や経済的な影響を注視し、状況に応じて、新型コロナウイルス感染

症対策予備費の活用により臨機応変に必要な対策を講じていくとともに、我が国経済の自

律的な経済成長に向けて、躊躇なく機動的なマクロ経済政策運営を行っていく。 
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第２章 次なる時代をリードする新たな成長の源泉～４つの原動力と基盤づくり～ 

 

３．日本全体を元気にする活力ある地方創り～新たな地方創生の展開と分散型国づくり～ 

感染症を契機とした地方への関心の高まり、テレワーク拡大、デジタル化といった変化

を後押しして地方への大きな人の流れを生み出し、新たな地方創生を展開し、東京一極集

中を是正する。活力ある地方を創り、地方の所得を引き上げ、日本全体を元気にしていく。 

 

（１）地方への新たな人の流れの促進 

地方の中小企業等への就業、就農、事業承継、起業等をきっかけとして、地方をフロン

ティアと捉える都市部人材が地方に移住・定着できるよう取り組む。このため、地域経済

活性化支援機構の人材リストを早期に１万人規模へ拡充しつつ、地銀等の人材仲介機能を

強化し、地域活性化起業人制度等と連携する。地域おこし協力隊等を充実させ、地方自治

体の移住支援体制を強化する。地方でテレワークを活用することによる「転職なき移住」

を実現するため、サテライトオフィスの整備・利用促進、立地円滑化を推進する。 

関係人口の拡大に向けて、ふるさと納税等の地域の取組を後押しする。多様な二地域居

住・多拠点居住を促進するため、保育・教育等の住民票・居住地と紐づいたサービスの提

供や個人の負担の在り方を整理・検討し、地方自治体向けのガイドラインを本年度中に策

定するとともに、空き家・空き地バンクの拡大・活用等を推進する。 

 

（２）活力ある中堅・中小企業・小規模事業者の創出 

感染症の影響下の変化に対応し、経済の底上げを図る地域を中心に、生産性向上等に取

り組む中小企業・小規模事業者に対し思い切った支援を行う。支援策の申請手続の電子化、

支援機関や専門家の見える化、民間の支援ビジネスとの連携による経営支援体制の整備を

行う。デジタル等の無形資産投資、ＥＣ活用や信用供与等を通じた輸出などの海外展開の

促進や人材の確保・育成等により、中小企業の規模拡大を支援し、活力ある中堅・中小企

業等の創出を促す。また、地域の女性起業家、社会起業家等を支援するとともに、中小企

業等の事業承継・再生の円滑化のための環境を整備すること等により、地域コミュニティ

の持続的発展を支援する。こうした中小企業支援策について効果的・効率的に行うととも

に、中小企業への周知の強化を図る。 

下請中小企業における労務費等の上昇を取引価格に円滑に転嫁できるよう、大企業と中

小企業のパートナーシップ構築を推進するとともに、特定の期間を設定して下請取引の特

別調査を行うこと等により下請取引の価格交渉を推進する。あわせて、官公需において労

務費の円滑な価格転嫁を図るため、官公庁が最低賃金額の改定を踏まえて契約金額に関し

て必要な確認を行う措置を適切に講ずる。 
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（３）賃上げを通じた経済の底上げ 

民需主導で早期の経済回復を図るため、賃上げの原資となる企業の付加価値創出力の強

化、雇用増や賃上げなど所得拡大を促す税制措置等により、賃上げの流れの継続に取り組

む。我が国の労働分配率は長年にわたり低下傾向にあり、更に感染症の影響で賃金格差が

広がる中で、格差是正には最低賃金の引上げが不可欠である。感染症の影響を受けて厳し

い業況の企業に配慮しつつ、雇用維持との両立を図りながら賃上げしやすい環境を整備す

るため、生産性向上等に取り組む中小企業への支援強化、下請取引の適正化、金融支援等

に一層取り組みつつ、最低賃金について、感染症下でも最低賃金を引き上げてきた諸外国

の取組も参考にして、感染症拡大前に我が国で引き上げてきた実績52を踏まえて、地域間

格差にも配慮しながら、より早期に全国加重平均1000 円とすることを目指し、本年の引

上げに取り組む。 

また、本年４月に中小企業へ適用が拡大した「同一労働同一賃金」に基づき、非正規雇

用の処遇改善を推進するとともに、非正規雇用の正規化を支援する。 

 

（４）観光・インバウンドの再生 

観光関連産業は約 900 万人が従事し、地方を支えている。我が国の自然、気候、文化、

食といった魅力は失われておらず、観光立国実現に官民一丸で取り組む。 

Ｇｏ Ｔｏトラベル事業は、今後の感染状況等を踏まえて取扱いを判断することとし、宿

泊施設・観光地等での感染拡大防止策を徹底した上で、地域観光事業支援を実施する。ワ

ーケーションや休暇取得促進等により旅行需要平準化を図り、混雑を低減させる。 

観光客が戻るまでの時間を活用し、観光業や観光地の再生のため、宿泊施設や飲食、土

産物店等の施設改修や廃屋撤去、経営力底上げやＤＸ推進等による収益性・生産性向上、

金融機関等と連携した宿泊施設再生、地方自治体等の観光施設への民間活力導入等に取り

組む。 

地域内の縦割りを超えた観光業と異業種の連携によるコンテンツ造成や、デジタル技術

も活用した観光資源の磨き上げ、スノーリゾート整備や国立公園の滞在環境上質化、古民

家等の歴史的資源の面的活用、文化観光拠点等の整備や三の丸尚蔵館の美術品等の地方展

開等を進める。日本酒、焼酎・泡盛等のユネスコ無形文化遺産への登録を目指す。 

多言語表記やバリアフリー、ＣＩＱ等の受入環境整備、観光地への交通の充実、上質な

サービスを求める観光客誘致のための取組を進める。国内外の感染状況等を見極めながら、

小規模分散型パッケージツアーの試行等により、安心・安全な旅行環境整備を目指す。 

ＩＲ整備は、厳格なカジノ規制の実施を含め、所要の手続を着実に進める。 

 

  

                                            
52 「経済財政運営と改革の基本方針2016」（平成28年６月２日閣議決定）において「最低賃金については、年率３％程度

を目途として、名目ＧＤＰ成長率にも配慮しつつ引き上げ、全国加重平均が1000 円となることを目指す」と記載。それ以

降、最低賃金額の全国加重平均は対前年比で、2016年3.1％、2017年3.0％、2018年3.1％、2019年3.1％と引き上げられ

ている。なお、2020年は、0.1％の引上げとなった。 
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第３章 感染症で顕在化した課題等を克服する経済・財政一体改革 

 

７．経済・財政一体改革の更なる推進のための枠組構築・ＥＢＰＭ推進 

 

（基本的考え方） 

「経済あっての財政」との考え方の下、引き続き、感染症の影響など経済状況に応じた

機動的なマクロ経済運営を行うとともに、生産性の向上と賃金所得の拡大を通じた経済の

好循環の実現、海外需要の取込み等を通じ、デフレ脱却・経済再生に取り組み、実質２％

程度、名目３％程度を上回る成長、600 兆円経済の早期実現を目指す。それに向け、ワイ

ズスペンディングの徹底と４つの成長の原動力への予算の重点配分、広く国民各層の意識

変革や行動変容につながる見える化、先進・優良事例の全国展開、インセンティブ改革、

公的部門の産業化、ＰＰＰ／ＰＦＩや共助も含めた資金・人材面での民間活力の最大活用

などの歳出改革努力を続けていく。あわせて応能負担の強化などの歳入改革を進めて行く。 

 

第４章 当面の経済財政運営と令和４年度予算編成に向けた考え方  

 

１．当面の経済財政運営について 

政府は、決してデフレに戻さないとの決意を持って、経済をコロナ前の水準に早期に回

復させるとともに、成長分野で新たな雇用や所得を生み、多様な人々が活躍する「成長と

雇用の好循環」の実現を目指す。 

当面は、感染症の感染拡大防止に引き続き万全を期す中で、厳しい経済的な影響に対し

て、雇用の確保と事業の継続、生活の下支えのための重点的・効果的な支援策を講じ、国

民の命と暮らしを守り抜く。さらに、グリーン・デジタルなど成長分野への民間需要を大

胆に呼び込みながら、人材への投資と円滑な労働移動を強力に進めることにより、生産性

を高め、賃金の継続的な上昇を促し、民需主導の自律的な成長軌道の実現につなげる。こ

のため、令和２年度第３次補正予算を含む「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための

総合経済対策」及び令和３年度予算を迅速かつ適切に執行する。引き続き、感染状況や経

済的な影響を注視し、状況に応じて、新型コロナウイルス感染症対策予備費の活用により

臨機応変に必要な対策を講じていくとともに、我が国経済の自律的な経済成長に向けて、

躊躇なく機動的なマクロ経済政策運営を行っていく。 

日本銀行においては、企業等の資金繰り支援に万全を期すとともに、金融市場の安定を

維持する観点から、金融緩和を強化する措置がとられている。日本銀行には、感染症の経

済への影響を注視し、適切な金融政策運営を行い、経済・物価・金融情勢を踏まえつつ、

２％の物価安定目標を実現することを期待する。 
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２．令和４年度予算編成に向けた考え方 

① 前述のように、感染症の影響等の経済状況に応じて、躊躇なく機動的なマクロ経済政

策運営を行うことにより、経済の下支え・回復に最優先で取り組むとともに、生産性

向上と賃金所得の拡大を通じた経済の好循環の実現を図る。 

② 団塊の世代の75歳入りも踏まえ、将来世代の不安を取り除くため、全世代型社会保

障改革を進めるとともに、経済・財政一体改革を着実に推進し、社会保障関係費、一

般歳出のうち非社会保障関係費、地方の歳出水準について、第３章で定める目安に沿

った予算編成を行う。 

③ グリーン、デジタル、地方活性化、子供・子育てへの重点的な資源配分（メリハリ付

け）を行う。 

④ 歳出全般について、徹底したワイズスペンディングを実行するとともに、歳入面での

応能負担を強化するなど、歳出・歳入両面の改革を着実に実行していく。 

 


